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参
議
院
選
挙
が
終
わ
っ
た
と
た
ん
、

政
府
は
社
会
保
障
改
悪
の
動
き
を
強
め

て
い
ま
す
。 

 

安
倍
総
理
は
２２
日
の
記
者
会
見
で 

「
社
会
保
障
全
般
に
わ
た
る
改
革
を
進

め
て
、
今
後
、
具
体
的
な
議
論
を
加
速

し
て
い
く
」
と
表
明
。
介
護
保
険
制
度

の
改
悪
が
焦
点
に
な
り
そ
う
で
す
。 

    

政
府
は
、
２
０
１
４
年
に
要
支
援
１
、

２
の
人
を
自
治
体
が
独
自
に
運
営
す
る

「
総
合
事
業
」
移
行
さ
せ
た
の
に
続
き

要
介
護
１
、
２
の
人
の
生
活
援
助
サ
ー

ビ
ス
も
「
総
合
事
業
」
に
移
そ
う
と
し

て
い
ま
す
。 

今
後
、
介
護
保
険
部
会
で
議
論
を
取

り
ま
と
め
、
来
年
の
通
常
国
会
に
法
案

を
提
出
す
る
構
え
で
す
。 

 

さ
ら
に
、
財
政
制
度
等
審
議
会
で
は

介
護
保
険
の
使
用
料
を
１
割
か
ら
２
割

に
引
き
上
げ
る
の
と
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作

成
費
用
の
有
料
化
な
ど
を
要
求
し
て
い

ま
す
。 

     

し
か
し
自
治
体
が
独
自
に
運
営
す
る 

「
総
合
事
業
」
で
は
、
本
人
の
意
思
と

は
無
関
係
に
介
護
の
「
卒
業
」
を
迫
る

自
治
体
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
要
介
護

１
，
２
の
人
ま
で
保
険
給
付
か
ら
締
め

出
さ
れ
れ
ば
、
介
護
難
民
や
家
族
介
護

の
負
担
増
、
重
症
化
な
ど
に
繋
が
り
ま

す
。 

 

２
０
１
６
年
の
参
議
院
選
が
終
わ
っ

た
直
後
の
介
護
保
険
部
会
で
は
、
「
軽

度
者
へ
の
支
援
の
在
り
方
」
と
し
て
「
要

介
護
１
，
２
」
の
生
活
援
助
の
保
険
給

付
を
外
し
、
福
祉
用
具
の
貸
与
の
原
則

自
己
負
担
化
な
ど
が
打
ち
出
さ
れ
ま
し

た
。 

     

政
府
が
狙
う
介
護
保
険
制
度
の
改
悪

は
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
と
な
く
否
定
さ

れ
て
き
た
「
悪
法
」
で
、
し
が
医
療
生

協
は
こ
れ
以
上
の
改
悪
や
負
担
増
を
許

さ
な
い
戦
い
を
み
な
さ
ん
と
進
め
て
い

き
ま
す
。 

政
府
の
社
会
保
障
「
改
革
」
案 

利
用
料
引
き
上
げ 

「
こ
れ
以
上
の
改
悪
は
許 

さ
な
い
」
の
声
を
大
き
く 

 

                   

介
護
保
険
の
改
悪
議
論
を
加
速 

＝
家
族
介
護
の
負
担
増
や
重
症
も
＝ 
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